
５．貸借対照表

貸  借  対  照  表

第一生命保険相互会社

（単位：百万円）

平成16年度 平成17年度 平成16年度 平成17年度

188,229     268,699     26,486,069  27,259,079  

1,298       1,244       274,269     159,603     

186,930     267,455     25,821,788  26,727,294  

254,000     218,000     390,010     372,182     

20,298      - 434         471         

520,122     548,068     53,695      58,735      

6,108       33,854      948,285     1,277,097   

21,411,692  24,011,864  475,056     601,400     

5,989,456   7,181,457   130,070     130,056     

994,112     788,208     55,049      45,245      

3,094,283   2,892,673   54,878      322,020     

4,666,697   6,315,120   36,513      36,875      

6,237,635   6,276,260   7,039       5,895       

429,504     558,144     60,975      58,555      

5,805,303   5,561,219   34,602      33,887      

712,438     685,964     29          -

5,092,864   4,875,254   89,378      39,791      

一 般 貸 付 金 5,065,789   4,848,811   390         -

信 託 貸 付 金 27,074      26,443      4,273       3,369       

1,247,909   1,211,132   27          -

745,752     734,047     443,804     452,298     

486,546     458,538     180,453     193,453     

6,316       5,505       94,856 582,810     

9,293       13,040      15,373      128,347     

107         100         1,110       17,515      

407,140     627,542     28,224,083  29,969,808  

60,689      270,131     

6,828       15,391      140,000     110,000     

152,055     160,817     220,000     250,000     

44,469      44,474      248         248         

3,501       4,704       221,086     253,321     

- 73          4,000       4,300       

3,746       7,448       98,814      101,464     

0 3 基 金 償 却 準 備 金 43,000      44,700      

12,377      10,345      危 険 準 備 積 立 金 43,139      43,139      

123,472     114,151     社 会 公 共 事 業 助 成 資 金 9           9           

1,110       17,515      保 健 文 化 賞 資 金 12          10          

▲ 14,212 ▲ 11,169 緑 の デ ザ イ ン 賞 資 金 13          8           

▲ 103 ▲ 210 不 動 産 圧 縮 積 立 金 8,309       13,497      

不動産圧縮特別勘定積立金 4,230       -

別 途 積 立 金 100         100         

118,271     147,556     

(138,925) (151,407)

27,248      ▲ 78,186 

1,015,040   1,981,425   

1,623,623   2,516,809   

29,847,706  32,486,618  29,847,706  32,486,618  

そ の 他 負 債

責 任 準 備 金

社 員 配 当 準 備 金

再 保 険 借

社 債

前 受 収 益

預 り 金

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

未 払 金

未 払 費 用

借 入 金

未 払 法 人 税 等

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 負 債

繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

仮 受 金

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

不 動 産 及 び 動 産

土 地

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

地 方 債

国 債

社 債

株 式

外 国 証 券

建 設 仮 勘 定

そ の 他 の 証 券

一 般 貸 付

基 金

未 収 金
負　債　の　部　合　計

（ 資 本 の 部 ）

預 り 保 証 金

先 物 取 引 差 金 勘 定

貸 付 金

保 険 約 款 貸 付

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

任 意 積 立 金

前 払 費 用

損 失 て ん 補 準 備 金

剰 余 金

再 評 価 積 立 金

未 収 収 益

先 物 取 引 差 入 証 拠 金

預 託 金

科 目 科 目

現 金 支 払 備 金

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

先 物 取 引 差 金 勘 定

基 金 償 却 積 立 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失

仮 払 金

そ の 他 の 資 産

金 融 派 生 商 品

退 職 給 付 引 当 金

建 物

動 産

価 格 変 動 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

株 式 等 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金

資　本　の　部　合　計

投 資 損 失 引 当 金

（ 当 期 純 剰 余 ）

当 期 未 処 分 剰 余 金
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（貸借対照表の注記） 

１ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 有価証券（預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものおよび金銭の信託において信託財

産として運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価

の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保

険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による

償却原価法（定額法）、子会社株式および関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会

社および保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものが発行

する株式ならびに保険業法施行令第２条の３第３項に規定する関連法人等が発行する株式をいう）

については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては３月末日の

市場価格等（国内株式は３月中の市場価格の平均）に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、

時価のないものについては取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）につい

ては移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原

価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理

しております。 

３ 残存年数１０年以下の個人保険・個人年金保険、残存年数１０年超４０年以下の個人保険・個人

年金保険、財形保険・財形年金保険、拠出型企業年金保険（ただし一部保険種類を除く）の小区分

に対応した円貨建債券のうち、デュレーション・コントロールを目的として保有するものについて

「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。 

  責任準備金対応債券の当年度末における貸借対照表計上額は、４，２２９，４６３百万円、時価

は４，２７３，７０８百万円であります。 

４ デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

５ 土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しております。 

          ・再評価を行った年月日  平成１３年３月３１日 

          ・同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

              土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第

１号に定める公示価格および第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行っ

て算出。 

     ・同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当年度末における時価の合計額と当 

該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 ５７，２２２百万円 

６ 不動産及び動産の減価償却の方法は、建物（建物附属設備、構築物は除く）については定額法に

より、建物以外については定率法によっております。なお、動産のうち取得価額が１０万円以上 
２０万円未満のものについては、３年間で均等償却を行っております。 
  不動産及び動産の減価償却累計額は、５８４，６９４百万円であります。 

７ 外貨建資産・負債（子会社および関連会社株式は除く）は、決算日の為替相場により円換算して

おります。なお、子会社および関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。 

８ 貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下｢破綻先｣という）

に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下｢実質破綻先｣という）に対する債

権については、下記直接減額後の債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。 
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者に対する債権については、債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。 



－２１－                          第一生命保険相互会社 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権

額等に乗じた額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保ならびに

保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は９，０２９百万円であります。 
９ 平成１２年８月に実施した住宅ローンの証券化等（当年度末の原債権残高１０１，０５６百万円）

に伴い、当社が保有する受益権（２６，４４３百万円）については、信託貸付金として貸借対照表

に表示しております。なお、貸倒引当金については、現存する原債権残高の総額を対象として算定

しております。 
１０ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係

る会計基準の設定に関する意見書」平成１０年６月１６日企業会計審議会）に基づき、当年度末に

おいて発生したと認められる額を計上しております。 
退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。 
 

(1) 退職給付債務およびその内訳 
イ   退職給付債務                            ▲６１１，２５０百万円 
ロ   年金資産                                  １０２，０１７百万円 

ハ   未積立退職給付債務（イ＋ロ）            ▲５０９，２３３百万円 

ニ   未認識数理計算上の差異                 ８３，８１６百万円 

ホ   未認識過去勤務債務                      ▲  ２６，８８１百万円 

ヘ   貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ）    ▲４５２，２９８百万円 

ト   前払年金費用                                              －  

チ   退職給付引当金（ヘ－ト）                ▲４５２，２９８百万円 

 

(2)  退職給付債務等の計算基礎 
イ   退職給付見込額の期間配分方法                 期間定額基準 
ロ   割引率                                      １．７％ 
ハ   期待運用収益率                                 １．７％ 
ニ   数理計算上の差異の処理年数                  翌年度より１０年 
ホ   過去勤務債務の額の処理年数                      １０年 

 
１１ 投資損失引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、時価のない有価証券につ

いて、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。 

１２ 価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき、株式等の帳簿価額を基準として算出し

た金額を計上しております。 

１３ ヘッジ会計の方法は「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成 

１１年１月２２日）に従い、主に、一般貸付の一部および公社債の一部に対するキャッシュ・フロ

ーのヘッジとして金利スワップの特例処理および繰延ヘッジ、外貨建一般貸付については為替変動

に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ等による振当処理、また外貨建債券の一部

に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして為替予約等による時価ヘッジを行ってお

ります。 

なお、ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動また

は時価変動を比較する比率分析によっております。 

１４ 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対

象外消費税のうち、税法に定める繰延消費税については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、

繰延消費税以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。 
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１５ 責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の

方式により計算しております。 

           (1)標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示  

第４８号） 

           (2)標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式 

１６ その他の資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間（５年）

に基づく定額法により行っております。 

１７ 社債発行差金はその他の資産に計上しており、社債償還期限までの期間に対応して均等償却して

おります。 

１８ 当年度から固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（平成１４年８月９日企業会計審議会）および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（平成１５年１０月３１日 企業会計基準適用指針第６号））を適用しております。この結果、従来

の方法によった場合と比べ、税引前当期純剰余は１２，２６１百万円減少しております。 

１９ 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、 

２２，８９９百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであります。 

貸付金のうち、破綻先債権額は１，０６７百万円、延滞債権額は１８，５６６百万円、３カ月以

上延滞債権額は１，１３１百万円、貸付条件緩和債権額は２，１３４百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸

付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法

施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項

第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。 

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以

上延滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。 

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破

綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。 
８にあげた取立不能見込額の直接減額により、破綻先債権額は１，８５４百万円、延滞債権額は

７，１７５百万円それぞれ減少しております。 
２０ 保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産の額は、１，６７４，０９５百万円であります。

なお、負債の額も同額であります。 

２１ 保険業法施行規則第２４条の２第２項第２号に規定する純資産の額は、１，９８０，５３６百万

円であります。 

２２ 子会社に対する金銭債権の総額は１５９百万円、金銭債務の総額は３，３０８百万円であります。 

２３ 貸借対照表に計上した動産の他、リース契約により使用している重要な動産として電子計算機が

あります。 

２４ 社員配当準備金の異動状況は次のとおりです。 

        前年度末現在高                 ３９０，０１０百万円 

        前年度剰余金よりの繰入額        ８２，１６４百万円 

        当年度社員配当金支払額         １１１，９８０百万円 

        利息による増加等                １１，９８７百万円 

        当年度末現在高                 ３７２，１８２百万円 

２５ 基金３０，０００百万円の償却に伴い、同額の基金償却準備金を保険業法第５６条の規定による

基金償却積立金へ振り替えております。 
２６ 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、３０，３８５百万円であります。 

２７ 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 

１３０，０００百万円が含まれております。 
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２８ 負債の部の社債５８，７３５百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付

された外貨建劣後特約付社債（外貨額５００百万米ドル）であります。 

２９ 外貨建資産の額は、５，２６８，６１２百万円であります。（主な外貨額２３，７９８百万米ド

ル、１２，４１０百万ユーロ） 

３０ 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に基づ

き生命保険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基金に対する当年度末における当社の今

後の負担見積額は５，１３９百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として

処理しております。 
保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当年度末における当社の

今後の負担見積額は、６９，４９７百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費

として処理しております。 

３１ 繰延税金資産の総額は、５６５，９０３百万円、繰延税金負債の総額は、１，１３７，３８８百

万円であります。繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、１１，３２６百万円であ

ります。 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金２９４，１３９百万円、退職給付引当

金１６３，１４３百万円、価格変動準備金６９，７７８百万円および貸倒引当金６，１３７百万円

であります。 

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券に係る評価差額金１，１１７，９４１

百万円であります。 

なお、繰延税金負債は繰延税金資産を控除した金額にて計上しております。 

当年度における法定実効税率は３６．０７％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との間の差異の主なものは、社員配当準備金▲２１．７２％であります。 

３２ 子会社の株式は、８，０４２百万円であります。 

３３ 担保に供されている資産の額は１２３，９３３百万円であります。また、担保付き債務の額は 

２，２２８百万円であります。 

３４ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、６００，５６１百万円であり

ます。 

３５ 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同令第７１条第１項に規定する再保険に付

した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額はありません。また、同令

第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」と

いう。）の金額は０百万円であります。 

 


